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１ 計画の推進 ２ 財政健全化計画との調整

３ 政策評価との連携

�,�3�/�/�%�-�(�3�� �8�3�&�)�8�7�9
�á
•�á
•第5次総合計画

�0�ú
•

�,�3�/�/�%�-�(�3

�8�3�&�)�8�7�9

101

財政健全化計画の推進を十分に踏まえ、事務事
業の優先順位を検討し、財政規模に応じた適正
な計画の推進に努めます。

総合計画と各分野別個別計画が一体となって推
進されるよう、各分野別個別計画の方向性を整
理し、必要に応じて各計画の見直しを図ります。
５年経過した時点で中期的な点検を行い、必要
に応じて総合計画の見直しを検討します。

町民のニーズと日常生活における満足度を把握
し各目標・指標の達成度を検証するために、適
時、アンケートなどによる意識調査を実施し、施
策の点検・評価などに活用します。

毎年度実施している政策評価により、各分野の
基本施策や重点施策について、点検及び評価
を実施し、総合計画で示した指標などを踏まえ
て、事業の達成度や施策の効果を検証します。
評価結果を厳正に受け止め、新たな変化にも対
応できるよう、計画の柔軟な運用に努めます。

４ 住民意識調査
　 （町民アンケートなど）の実施
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